
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

商品分類 属性区分

単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 独立区分 補足分類 投資対象資産 決算

頻度
投資対象

地域 為替ヘッジ 対象
インデックス

追加型投信 海外 債券 ETF インデックス型
債券・その他債券

/その他資産
（ETF）

年４回 北米 あり
（フルヘッジ） その他＊

＊ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）にてご覧いただけます。

■iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）（以下「当ファンド」または「ファンド」といいま
す。）の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を
2025年10月10日に関東財務局長に提出しており、2025年10月11日にその届出の効力が生じております。

■当ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）については、委託会社のホームページにて閲覧いただけます。また、
投資信託説明書（請求目論見書）は、ご請求に応じて指定参加者を通じて交付いたします。なお、ご請求いただいた場合
には、その旨をご自身で記録をしておいてください。

■当ファンドの投資信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されております。
■商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づ

き事前に受益者の意向を確認いたします。
■投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されております。

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

ブラックロック・ジャパン株式会社
設立年月日：1988年３月11日

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第375号
資本金：31億2,000万円 運用する投資信託財産の合計純資産総額：13兆8,580億円（2025年６月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社

＜当ファンドの詳細情報の照会先＞
当ファンドの詳細情報については、以下にお問い合わせください。
電話番号：03-6703-4100（受付時間　営業日の９：00～17：00） ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/

iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF
（為替ヘッジあり）

追加型投信／海外／債券／ETF／インデックス型

投資信託説明書（交付目論見書） 2025年10月11日
※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
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iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）

ファンドの目的・特色

ファンドの目的
iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）は、ブルームバーグ米国
GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）（以下「対象指数」または「ベンチマーク」
といいます。）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

ファンドの特色

1 米国政府抵当金庫による元利金の支払い保証が付されている政府
系不動産担保証券（以下「GNMAパススルー証券」といいます。）に
投資する上場投資信託証券（以下「ETF」といいます。）および、
GNMAパススルー証券を実質的な主要投資対象とし、対象指数の
動きに高位に連動する投資成果を目指します。
■効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがあります。
■対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超え

る投資割合で有価証券を組入れることがあります。
＜GNMAパススルー証券とは＞

MBS（Mortgage Backed Securities、不動産担保証券）のうち、米国政府抵当金庫
（Government National Mortgage Association＝GNMA、通称「ジニーメイ」）による元利金
の支払い保証が付されている政府系住宅ローン担保証券です（政府系ＭBS）。パススルーとは、住
宅ローン債務者から支払われる住宅ローンの元利金返済から一定の手数料等を差し引いたものが
証券（MBS）保有者に支払われる（パススルー）仕組みです。

2 実質的なGNMAパススルー証券への投資にあたっては、ブラック
ロック・グループが運用するETFを活用します。また、委託会社の判
断により、GNMAパススルー証券に投資する場合があります。
■委託会社は、投資対象有価証券の流動性および運用の効率性等を勘案し、ETFの

選定、ならびにGNMAパススルー証券との投資割合を決定します。
＜投資対象候補であるETFの概要＞（本書作成日現在）
名称 iシェアーズ　GNMAボンド ETF
投資目的 米国政府抵当金庫（GNMA）により保証されているモーゲージ・バック・パススルー

証券で構成されるブルームバーグ米国GNMAインデックスと同水準の投資成果
を目指します。

運用会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
上場取引所 ナスダック証券取引所 組入銘柄数 313

（2025年６月末現在）
※投資対象候補であるETFおよびその概要は、今後変更となる場合があります。

3 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの低減を図ることを基本とします。
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4 受益権を東京証券取引所に上場します。
■ファンドの受益権は、いつでも東京証券取引所で売買することができます。
■売買単位は、10口単位です。手数料は売買の委託を受けた第一種金融商品取引業

者が独自に定める率を乗じて得た額とします。取引方法は株式と同様です。詳しく
は東京証券取引所の会員である第一種金融商品取引業者へお問い合わせください。

※取引所での市場価格は取引時間中に変動するものであり、取引所における需給のバランスや売買高の状況、各種取引規制、投
資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、ETFの市場価格は基準価額から乖離すること
があります。

5 購入・換金は一定口数以上の申込に限定されます。
■対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、購入・

換金を対象指数のポートフォリオを構成するために必要な一定口数以上に限定す
るものです。

6 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．
エイ．に運用の指図に関する権限等を委託します。
委託内容

■GNMAパススルー証券の運用の指図に関する権限の全部または一部
■有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部

※2025年６月末現在では、信託財産の効率的な運用を勘案し、GNMAパススルー証券への直接投資はしていないため、ブラッ
クロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．より運用の指図は行われません。同社への運用権限の委託
は、委託会社の判断により行われます。

※委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

運用体制
●　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
●　ファンドの運用については、委託会社の運用部門が統括しています。
●　社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署に

フィードバックする部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針にしたがって運
用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。

●　投資するETFの選定、ならびにGNMAパススルー証券との投資割合の決定等は、委託会社の定量
債券運用部（６名程度）が担当いたします。

●　GNMAパススルー証券への投資については、主にブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・
カンパニー、エヌ．エイ.のコア・ポートフォリオ・マネジメント・チームが担当します。同チームへの運用
権限の委託は、委託会社の判断により行われます。なお、委託会社の定量債券運用部が当該債券へ
の投資を担当する場合もあります。

※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

ファンドの仕組み

投 

資 

者

iシェアーズ
GNMAボンド ETF

iシェアーズ
米国政府系機関

ジニーメイMBS ETF
（為替ヘッジあり）

GNMA
パススルー証券等

投資

損益

投資

損益

投資

損益

購入・換金
お申込み

分配金
換金代金
償還金

※投資対象候補のETFの選定、ならびにGNMAパススルー証券等との投資割合は、委託会社の判断により適宜見直しを行います。
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iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）

投資制限
■ 債券への投資割合には、制限を設けません。
■ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
■ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下

とします。

分配方針
年４回の毎決算時（１、４、７、10月の各11日）に、経費等控除後の配当等収益（受取配当金、受取利息お
よびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

「ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）」の著作権等について
「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）は、Bloomberg Finance L.P.、および同イン
デックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサー

ビスマークであり、ブラックロック・インクによる特定の目的での使用のために使用許諾されています。
iシェアーズETFについて、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨
可能性または特にiシェアーズETFへの投資の推奨可能性について、iシェアーズETFの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を
問わずいかなる表明、保証も行いません。ブラックロック・インクとブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、お
よびブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）の使用許諾であり、これは、ブラックロック・インクまたはiシェアーズ　
米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）を考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグはブルームバーグ米国
GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）を決定、構成、もしくは計算する際に、ブラックロック・インクまたはiシェアーズ　米国政府系機
関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）の所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグはiシェアーズ　米国政府系機関ジニーメ
イMBS ETF（為替ヘッジあり）の発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、iシェアーズ　米国
政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）の管理、マーケティング、または取引に関して、iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF

（為替ヘッジあり）の顧客（これらに限定されません）に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。
ブルームバーグは、ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）もしくはそれらに関連するデータの正確性および／ま
たは完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、ブラックロック・
インク、iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）の所有者、もしくはその他の個人または法人がブルームバーグ米国
GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的に
もいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）もしくはそれらに関連
するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認し
ます。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、
サプライヤー、ベンダーは、iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）、ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM（為
替ヘッジ有り、円ベース）またはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合

でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。
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投資リスク

基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けま
す。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、
当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下
落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なり
ます。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
■期限前償還リスク

GNMAパススルー証券は住宅ローンが原資産となっているため、その住宅ローンの繰上返済等に伴
い、GNMAパススルー証券が満期前に償還される場合があり、当ファンドの運用成果に影響を与えま
す。

■金利変動リスク
GNMAパススルー証券に投資します。GNMAパススルー証券の価格は、金利低下局面では通常の債
券ほど価格は上昇せず、金利上昇局面では通常の債券よりも大きく低下する傾向があります。した
がって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。

■信用リスク
GNMAパススルー証券に投資します。GNMAパススルー証券は米国政府系機関から発行および元
利金払いの保証がなされており、その信用力は高いものの、債務不履行が生じた場合には証券価格が
下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。

■為替変動リスク
外貨建て資産に投資します。為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対
して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。また、ヘッ
ジ対象通貨の金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。

■カントリー・リスク
GNMAパススルー証券に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、
GNMAパススルー証券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与え
ます。

■デリバティブ取引のリスク
デリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用
の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響からファンドを守るために
用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を
与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達
成できる保証はありません。

■有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険の
こと）が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。

■上場投資信託証券への投資に関する留意点
金融商品取引所等に上場している投資信託証券（上場投資信託証券）を購入あるいは売却しようとす
る際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能等になることが考
えられます。この場合にはファンドの運用成果に影響を与えることがあります。また、当ファンドは特定
の上場投資信託証券に集中的に投資することがあります。この場合に当該上場投資信託証券が受ける
価格変動リスクや上場投資信託証券の運営上のリスクの影響（当該上場投資信託証券の償還や上場
廃止等）をほぼ直接に受けることが想定されます。
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iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）

その他の留意点
◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はあり

ません。
◆流動性リスクに関する事項

当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請
求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考え
られる状況は以下の通りです。

・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引
量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合

・投資対象とするETFの価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、当該ETFの上場市場の動
向が不安定になった場合

※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。

◆収益分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金

額相当分、基準価額は下がります。
・分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具
体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リ
スクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リ
スクを含む）が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、
社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理
を行っております。
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（参考情報）
当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落
率の比較

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基
準価額の推移

（2020年７月～2025年６月） （2020年７月～2025年６月）
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ベンチマークの年間騰落率（右軸）当ファンドの年間騰落率（右軸）
分配金再投資基準価額（左軸）

※上記グラフは、過去５年間の各月末における１年間の騰落率の平
均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについ
て表示したものです。当ファンドについては、税引前の分配金を再
投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて
計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当ファンド
の設定日が2022年１月13日のため、設定前の期間のデータは、
ベンチマークの数値を用いて計算しておりますので、当ファンドの
実績とは異なります。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記グラフは、過去５年間の各月末における分配金再投資基準価
額の１年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示し
たものです。なお、設定前の期間については、ベンチマークの年間
騰落率を表示しておりますので、当ファンドの実績ではありません。
また、分配金再投資基準価額は2022年１月末以降について表示
しております。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみ
なして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

※各資産クラスの指数
日本株……… 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株…… ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）
新興国株…… ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円

ベース）
日本国債…… ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国国債… ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国国債… Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エ

マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース
としております。

＜各指数について＞
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数
です。東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値および東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又
は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配
当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有し
ます。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、計算した
株価指数です。ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ指数

（配当込み、円ベース）は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.
に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向
を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもので
はなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債を用いて行なわれるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべて
の権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はＪ．Ｐ．モルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。
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iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）

年間収益率の推移
※ファンドの収益率は、決算時の分配金を非課税で再投資したものとして算出しています。
※2015年から2021年は、ベンチマークの収益率を表示しています。
※2022年は、ファンドは設定日(1月13日)から年末までの収益率を、ベンチマークは年初から年末までの収益率を表示しています。
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※運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。
※ベンチマークはあくまでも参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページにて開示しております。

基準価額・純資産の推移
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純資産総額（右軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）

※分配金再投資基準価額（1,000口単位）は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「ファンドの費用」をご覧下さい。また、ベ
ンチマークについては、設定時を800,000とした指数値で表示しています。

※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

分配の推移

設定来累計 60,000円

第９期 2024年  ４月 5,600円

第10期 2024年  ７月 6,100円

第11期 2024年10月 5,600円

第12期 2025年  １月 2,100円

第13期 2025年  ４月 7,100円
※分配金は税引前、1,000口当たり

主要な資産の状況
ETFの主な資産の状況
※当ファンドが投資しているETF「iシェアーズ　GNMAボンド ETF」の状況で

す。比率については当該ETFの純資産総額に対する割合です。

組入上位10銘柄（％）
銘柄名 業種 比率（％）

１ BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY キャッシュ・デリバティブ等 9.7
２ GNMA2 30YR 政府機関 3.9
３ GNMA2 30YR 政府機関 2.8
４ GNMA2 30YR TBA(REG C) 政府機関 2.8
５ GNMA2 30YR 政府機関 2.5
６ GNMA2 30YR 政府機関 2.4
７ GNMA2 30YR 政府機関 2.2
８ GNMA2 30YR 政府機関 2.0
９ GNMA2 30YR TBA(REG C) 政府機関 1.9
10 GNMA2 30YR 政府機関 1.9

運用実績 2025年６月末現在

NM1025U-4888096-8/15



8

手続・手数料等

お申込みメモ

購 入 単 位
購入単位については、指定参加者＊または表紙の＜当ファンドの詳細情報の照会先＞
に記載の電話番号までお問い合わせください。
＊指定参加者とは、委託会社が受益権の購入および換金を行う者として指定した第一種金融商品取引業者とします。

購 入 価 額

購入受付日の翌営業日の基準価額に追加信託執行コスト相当額を加算した額、また
は購入受付日の翌営業日の基準価額*
＊当該基準価額にて購入の際は追加信託執行実額調整金が加算または控除されます。
※ファンドの基準価額は、1,000口当りで表示されます。
※追加信託執行コスト相当額および追加信託執行実額調整金の詳細については、Ｐ10の「ファンドの費用」をご覧く
ださい。

購 入 代 金 指定参加者が定める日までにお支払いください。

当 初 元 本 当初元本は１口当り800円です。

換 金 単 位 換金単位については、指定参加者または表紙の＜当ファンドの詳細情報の照会先＞に
記載の電話番号までお問い合わせください。

換 金 価 額

換金受付日の翌営業日の基準価額から一部解約執行コスト相当額を差し引いた額、
または換金受付日の翌営業日の基準価額＊

＊当該基準価額にて換金の際は一部解約執行実額調整金が加算または控除されます。
※一部解約執行コスト相当額および一部解約執行実額調整金の詳細については、Ｐ10の「ファンドの費用」をご覧く
ださい。

換 金 代 金 換金代金は原則として、換金受付日から起算して４営業日目から指定参加者において
お支払いします。

申 込 締 切 時 間
原則として、午後３時30分までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、
受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い
合わせください。

購 入 の 申 込 期 間 2025年10月11日から2026年４月10日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

換 金 制 限 大口の換金の申込には制限を設ける場合があります。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

次の１．から５．の期日および期間については購入および換金に応じない場合があり
ます。
１．ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨーク市の銀行の休業日＊

２．連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンド
において資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき

３．計算期間終了日（決算日）の２営業日前から前営業日までの間（ただし決算日が休
業日の場合は、決算日の３営業日前から前営業日までの間）

４．委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

５．上記１．から４．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき

＊ 投資環境等の変化により、今後、購入・換金申込不可日が変更となる場合があります。
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iシェアーズ　米国政府系機関ジニーメイMBS ETF（為替ヘッジあり）

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の 中 止
お よ び 取 消 し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その
他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、受益権の購
入・換金の受付の中止、受益権の取得申込・換金請求の受付の取消しまたはその両方
を行うことができます。

信 託 期 間 無期限（設定日：2022年１月13日）

繰 上 償 還

設定日から３年経過の日以降に受益権の口数が150万口を下回ることとなった場合、
もしくは投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
場合等には、信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。
また、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、ま
たは、対象指数が廃止された場合等は、繰上償還させます。

決 算 日 毎年１、４、７、10月の各11日

収 益 分 配 毎決算時に収益分配方針に基づき分配します。

信 託 金 の 限 度 額 信託金の限度額は10兆円とします。

公 告 投資者に対してする公告は、電子公告により次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/

運 用 報 告 書 運用報告書の作成・交付はいたしません。

課 税 関 係

課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。
上場証券投資信託等は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税
制度）の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘
定）」の対象ですが、第一種金融商品取引業者により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
配当控除または益金不算入制度の適用はありません。
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ファンドの費用・税金
■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 （各費用の詳細）

購 入 時 手 数 料
指定参加者が定める購入時手数料（消費税等相当額
を含む。）を投資者から徴収することができるものと
します。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。

購入時の商品説明、購入に関
する事務手続き等の対価

追 加 信 託 執 行
実 額 調 整 金
および一部解約執行
実 額 調 整 金

購入時、換金時において有価証券売買取引で実際に
発生した執行コストを投資者に負担いただきます。

※詳細については、次ページの「追加信
託または一部解約時にかかる執行実
額調整金または執行コスト相当額につ
いて」をご覧ください。

追 加 信 託 執 行
コ ス ト 相 当 額
および一部解約執行
コ ス ト 相 当 額

購入時、換金時において、購入・換金受付日の翌営業
日の基準価額に委託会社が定める率を乗じて得た額
が追加信託執行コスト相当額・一部解約執行コスト相
当額としてかかります。

※詳細については、次ページの「追加信
託または一部解約時にかかる執行実
額調整金または執行コスト相当額につ
いて」をご覧ください。

換金（買取）時手数料

指定参加者は、投資者が換金を行うときおよび受益
権の買取りを請求するときは、当該投資者から、指定
参加者が独自に定める手数料（消費税等相当額を含
む。）を投資者から徴収することができるものとしま
す。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。

換金（買取）に関する事務手
続き等の対価

※追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。
※追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる

追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、原則として購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示さ
れます（ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません）。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせ
ください。

※当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※購入時手数料、換金（買取）時手数料は、消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。
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（追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について）

　当ファンドの追加設定・一部解約時に、追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引等のコスト（以下、「執行コ
スト」といいます。）は、当ファンドの信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。
　当ファンドでは、当該執行コストを追加設定または一部解約を行った投資者に負担していただくために追加信託執
行コストおよび一部解約執行コストを設けております。
　追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けることにより、追加設定または一部解約により生じる執行コ
スト等を追加設定または一部解約を行った投資者に負担いただくことにより、その他の投資者への影響を最小限にす
ることで、投資者間での公平性を保つことを目指します。

　委託会社は、委託会社の判断で次の２つの執行コスト方式のいずれかを適用します。
　執行実額調整金方式では、当ファンドの追加設定または一部解約に伴い実際に生じた執行コストを負担していただ
くため、執行コストによる信託財産および基準価額への影響を最小限に抑えることができます。当方式では、一部の例
外を除き、追加設定または一部解約の申し込み後に執行コストが確定することから、申込時には執行コスト額を確認す
ることができません。
　執行コスト相当額方式では、執行実額調整金方式とは異なり、実際に生じた執行コストではなく、推定コストに基づ
きあらかじめ定められた料率で算出される執行コスト相当額を、追加設定または一部解約を行う投資者に負担いただ
きます。
　執行コスト相当額は、あらかじめ定められた料率で算出されるため、申込時に料率について確認することができます。
　執行コスト相当額方式は推定コストを基に算出しているため、実際に生じる執行コストと乖離が出ることがあります。
　実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を上回る場合には、上回った額についてはファンドから支弁されます。し
たがって、当ファンドを保有する投資者（追加設定または一部解約を行った投資者以外の投資者）も、追加設定または
一部解約を行った投資者のために生じた執行コストの一部を間接的に負担することになります。
　一方、実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を下回った場合には、追加設定または一部解約を行った投資者は
実際にかかった執行コストより多くファンドに支払うことになり、その差額はファンドに帰属します。

（１）執行実額調整金方式
　追加設定・一部解約時において、当該追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引において実際に生じた執行コスト
を執行実額調整金として投資者に負担していただきます。有価証券売買取引に伴う為替および予約為替の約定のコストに
ついては、基準価額に委託会社があらかじめ定める一定の率を乗じて算出した額を負担していただきます。なお、委託会社
の判断で当該為替および予約為替約定にかかるコストを課さない場合もあります。執行実額調整金は、以下の①～③
の合計で算出することとします。

①　組入銘柄の売買における約定価格と純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格の差分
②　委託会社があらかじめ定める組入銘柄の売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト
③　組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の諸費用
ただし、市況動向その他やむを得ない状況等によっては、算出方法が上記とは異なる場合があります。

　個々の追加信託・一部解約取引ごとに執行実額調整金が異なる場合があります。購入金額（また換金金額）は、執行
実額調整金の金額に応じて、購入価額(または換金価額)に当該購入(または換金)にかかる口数を乗じて得た金額に当
該執行実額調整金を加算または控除して算出されます。
　追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は、随時変動するため、上限等を本書に表示する
ことはできません。

（２）執行コスト相当額方式
　執行コスト相当額方式とは、（１）執行実額調整金方式とは異なり、委託会社が定める率を追加信託執行コスト相当
額または一部解約執行コスト相当額として追加設定・一部解約時に投資者に負担していただくものです。
　執行コスト相当額は、以下の①～④を主たる計算要素として、①と②の差分または③を、④に応じて加重平均するこ
とにより算出することを基本とします。

①　当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
②　組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
③　組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
④　組入銘柄の当ファンドにおける組入比率

　また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。
　上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推
計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込
が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
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投資者が間接的に負担する費用 （各費用の詳細）

運 用 管 理 費 用
（信 託 報 酬）

【実質的な負担】
ファンドの実質的な運用管理費用は、以下（A）と（B）
の合計となり、年0.1375％（税抜0.125％）程度と
なります。
※投資するETFの投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的

な負担についても変動することがあります。

－

（A）当ファンドの運用管理費用（信託報酬）
ファンドの純資産総額に対して年0.1375％（税抜
0.125％）以内の率を乗じて得た金額
※委託会社の報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
※運用管理費用（信託報酬）の料率は、毎月の運用状況（投資するETFの

投資比率および報酬等の料率）に応じて所定の方法により決定されます。
※運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、毎計算期末または信託終

了のときファンドから支払われます。

運用管理費用（信託報酬）＝
運用期間中の基準価額×信
託報酬率

運用管理費用
の配分

（委託会社） 年0.1155％
（税抜0.105％）以内

ファンドの運用、基準価額の計
算、各種書類の作成等の対価

（受託会社） 年0.022％
（税抜0.02％）

運用財産の管理、委託会社から
の指図の実行等の対価

（B）投資するETFの報酬等
投資するETFにおいて報酬等がかかりますが、投資
銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料
率、上限額などを表示することはできません。また、
報酬等は、ETFの運用会社等に支払われます。

－

その他の費用・手数料

上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、
ファンドの純資産総額の年0.044％（税抜0.04％）
を上限として、日々計上され、毎計算期末または信託
終了のときファンドから支払うことができます。

ファンドの諸経費、売買委託手数料、外貨建資産の保
管費用等は、その都度もしくは日々計上され、その都
度もしくは毎計算期末または信託終了のとき、ファン
ドから支払われます。

投資するETFに係る保管報酬、事務処理に要する諸
費用等が当該ETFにおいて支払われます。

有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産
の収益となる品貸料の２分の１相当額以内が報酬と
してファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであ

り、事前に料率、上限額等を示すことができません。

・ファンドの諸経費：ファンド
の財務諸表監査に関する
費用、信託財産に関する租
税、信託事務の処理に要す
る諸費用、受託会社の立替
えた立替金の利息等

・売買委託手数料：組入有価
証券の売買の際に発生す
る手数料

・外貨建資産の保管費用：海
外における保管銀行等に
支払う有価証券の保管お
よび資金の送金・資産の移
転等に要する費用

※当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料は、消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。
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■税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税および地方税 配当所得として課税されます。
分配金に対して20.315％

売却時、
換金（解約）時
および償還時

所得税および地方税
譲渡所得として課税されます。
売却時、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して
20.315％

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、第一種金融商品取引業者で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商
品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※上記は2025年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、

税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率
・直近の計算期間（2025年１月12日から2025年７月11日）における当ファンドの総経費率（年率換算）は

以下の通りです。

総経費率（①＋②＋③） ①当ファンドの運用管
理費用の比率

②当ファンドのその他
費用の比率

③投資先ファンドの運
用管理費用の比率

0.18％ 0.03％ 0.06％ 0.10％
※当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を当作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除しています。
※各費用は、原則として、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値です。
※投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
※投資ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
※有価証券の貸付を行う場合、信託財産の収益となる品貸料の一部（最大２分の１相当額）が運用の委託先等へ報酬として支払われます。

この報酬（ファンドにとっての費用）は、ファンドの収益に応じて発生するため、総経費率やその他費用の計算には含めておりません。
※上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
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